
　障害サービス課（直通 045-210-4705）局名 　福祉子どもみらい局 所属名 （単位　千円）

　１　事業の概要
　　　三浦しらとり園について、地方自治法第244条の２に基づき、令和５年４月１日から令和10年３月31日までの５年間を指定期間
　  として、指定管理者制度による管理運営を行う。

　２　限度額の積算内訳
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